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１ はじめに 

本計画は最新の調査結果等に基づき、平成 28 年度の兵庫県におけるシカ管理のための方策につい

て定めるものである。 

 

２ 現況及び年間捕獲目標 

平成 21 年度に当時の最新データ(平成 20 年度までのデータ)を用いた推定結果に基づき、平成 22

年度から年間捕獲目標を本州部で30,000頭、淡路地域で1,500頭とし、狩猟期間中の報償金制度の

新設や、シカ捕獲専任班の編制などの施策を進めた。その結果、平成 22 年度は 36,774 頭（本州部

35,129頭、淡路地域1,645頭）、平成23年度は 34,884頭（本州部33,162頭、淡路地域1,722頭）、

平成 24 年度は 31,835 頭（本州部 28,878 頭、淡路地域 2,957 頭）を捕獲した。平成 25 年度からは、年

間捕獲目標を 35,000 頭（本州部 33,500 頭、淡路地域 1,500 頭）に設定し、捕獲効率を上げるための施

策を重点的に進めた結果、平成 25 年度は 38,992 頭（本州部 36,524 頭、淡路地域 2,468 頭）、平成 26

年度は45,461頭（本州部42,830頭、淡路地域2,631頭）を捕獲した。 

最新の個体数推定の中央値をみると、平成25年度以降、生息数が増加傾向にあり、平成28年度の

目標生息密度（目撃効率＊１1.0）に近似させるため、平成28年度の年間捕獲目標を45,000頭（本州

部43,500頭、淡路地域1,500頭）とし、早期の管理目標の達成を図る。 

また、狭いエリアに孤立して高密度で分布している淡路地域では、少なくとも存続可能最小個体数

（MVP:1,000 頭）以上を確保しつつ、直近の捕獲実績に応じた捕獲目標を設定するというこれまでの考え

方を継続する。 

*1 目撃効率：１人の狩猟者が１日に目撃したシカの頭数の平均値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２７年度推定結果 

兵庫県本州部のシカ個体数 過去の推定と将来予測 

平成28～30年度まで43,500頭を捕獲した場合 

 

平成31年度の本州部シカ個体数（中央値）は72,000頭になり、目撃効率は1.008 

年度 

頭 

将来予測 実績に基づく推定 
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○ 平成28年度市町別最低捕獲目標 

本州部については、43,500 頭という年間捕獲目標を最低ラインとし、平成 26 年度現在の目撃効率

に応じて市町毎に最低捕獲目標頭数を振り分け、地域の実情に応じた個体数管理を行う。 

被害地域の拡大を抑制するため、目撃効率1.0未満の市町についても、同様に捕獲目標を設定する。

また、淡路地域については直近の捕獲実績を基に市毎の最低捕獲目標頭数を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町別捕獲目標一覧

目標捕獲数合計 45,000 頭  ＜本州部＞ 43,500 頭 ＜淡路＞ 1,500 頭

狩猟 有害 合計
神戸市 0.06 7,976 479 20 2 19 21
尼崎市 0 0 0 0 1 1
西宮市 0.05 3,692 185 8 0 0 0
芦屋市 0 0 0 0 0 0
伊丹市 0 0 0 0 0 0
宝塚市 0.56 5,704 3,194 136 14 13 27
川西市 1.24 2,081 2,580 110 61 52 113
三田市 1.07 13,616 14,569 619 295 92 387
猪名川町 0.71 6,976 4,953 210 389 34 423
明石市 70 0 0 0 0 0
加古川市 0.05 3,622 181 8 0 1 1
高砂市 428 0 0 0 0 0
稲美町 1.00 142 142 6 0 0 0
播磨町 0 0 0 0 0 0
西脇市 1.08 9,388 10,139 431 478 148 626
三木市 0.06 7,387 443 19 0 0 0
小野市 0.60 2,741 1,645 70 0 1 1
加西市 1.02 6,356 6,483 275 671 102 773
加東市 0.16 7,749 1,240 53 17 1 18
多可町 1.49 14,975 22,313 948 512 355 867
姫路市 1.24 30,653 38,010 1,615 1757 652 2,409
神河町 1.57 17,631 27,681 1,176 590 312 902
市川町 2.17 6,271 13,608 578 436 162 598
福崎町 1.04 2,462 2,560 109 229 34 263
相生市 2.00 6,813 13,626 579 305 198 503
たつの市 1.83 12,817 23,455 997 1142 716 1,858
赤穂市 2.06 8,076 16,637 707 816 105 921
宍粟市 2.34 59,033 138,137 5,870 3249 1,419 4,668
太子町 1.79 685 1,226 52 31 37 68
上郡町 1.96 11,251 22,052 937 1108 218 1,326
佐用町 2.36 24,904 58,773 2,497 2369 1,839 4,208
豊岡市 3.06 55,270 169,126 7,186 2795 4,041 6,836
香美町 3.34 31,745 106,028 4,505 960 773 1,733
新温泉町 1.71 20,091 34,356 1,460 108 29 137
養父市 3.40 35,595 121,023 5,143 1911 3,847 5,758
朝来市 2.51 33,801 84,841 3,605 1824 1,412 3,236
篠山市 0.99 28,183 27,901 1,186 1150 671 1,821
丹波市 1.51 37,164 56,118 2,385 1877 450 2,327
本州部計 － 530,453 1,023,703 43,500 25,096 17,734 42,830
洲本市 2.27 10,345 23,483 837 533 304 837
南あわじ市 2.47 13,111 32,384 1,794 1475 319 1,794
淡路市 0.02 7,301 146 0 0 0 0
淡路島計 － 30,757 56,013 2,631 2,008 623 2,631
合　　計 － 561,210 － 46,131 27,104 18,357 45,461

<参考>捕獲実績（H26)最低捕獲
目標頭数

市町
目撃
効率

森林面積
(ha)

目撃効率
×森林面積
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○ 本州部市町別最低捕獲目標の考え方 

  市町別最低捕獲目標 ＝ (43,500頭 ×                         ) 

 

  注：神戸市、芦屋市については、市域の全域、または大部分を鳥獣保護区、特定猟具使用禁止区域

（銃器）が占めているため、可猟区のみの森林面積を基に算出した。 

 

３ 目標達成のための具体的な方策 

  引き続き積極的な捕獲に努める。 

(1)  個体数管理 

①  規制緩和を継続実施 

ア  シカの狩猟期間の延長を継続する。 

生息密度の低減を図るため、３月１５日までとしている狩猟期間の延長を継続する。 

イ 捕獲頭数制限の撤廃を継続する。 

ウ 直径12cm以上のくくりわなの制限解除を継続する。(淡路地域のみ） 

 

②  シカ有害捕獲専任班の編制支援 

計画的、迅速な捕獲活動を実施するため、市町への「シカ有害捕獲専任班の編制支援」を継

続する。 

 

③  個体数調整を継続実施 

ア  生息密度の低減を図るため、個体数増加に重要な役割を果たすメスジカを中心に、わな捕獲

等による個体数調整を継続する。 

イ 狩猟期間中に鳥獣保護区内での有害捕獲を継続するとともに、地域の実情に応じて鳥獣保護区

の見直しを検討する。 

ウ 雌雄別の捕獲数が全体の個体数の推移に与える影響等について検証する。 

 

④  狩猟期間中の捕獲促進 

狩猟期間中のシカ捕獲について、狩猟者に対して捕獲報償金を交付する。 

 

⑤  わな猟による捕獲促進 

市町のシカ捕獲用わな整備を支援する。 

 

⑥ 捕獲の効率化 

ア  被害集落住民による捕獲等への技術指導及び協力体制の整備を促進するため、捕獲指導員の設

置を進める。 

イ 狩猟者の捕獲技術向上等による捕獲の効率化を促進する。 

 

⑦  新型捕獲方式の普及 

少人数でも効率的に捕獲できる新型捕獲方式の導入について普及、指導する。 

 

 (2)  被害防除 

①   防護柵の設置・改善 

新たな防護柵の設置や、既存防護柵の機能向上への取組を支援するため、森林動物研究センタ

ーが設置場所や設置後の維持管理について技術指導を行うとともに、バッファーゾーンとの一体

的整備により、柵の効果を高めるよう普及に努める。 

 

H26市町別目撃効率(b)×市町別森林面積(C） 

Σ（b×C） 
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②  シカを引き寄せない集落づくり 

住民自らが積極的に参加する獣害対策として、集落環境の整備や無意識の餌付け行為をしない

意識付けのための注意喚起、技術普及、可能な範囲での追い払い等、集落ぐるみの獣害対策を推

進するため「集落リーダー」の養成を図る。 

 

(3)  生息地管理 

   防護柵の設置と併せて森林整備を進める。 

「災害に強い森づくり」による森林整備 【平成28年度実施計画量（平成28年度新規着手分】 
 

区分 

野生動物共生林整備 針葉樹林と広

葉樹林の混交

整備 

住民参画型 

森林整備 

広葉樹林化促進

パイロット事業

（H24年度～） 
ﾊﾞｯﾌｧｰｿﾞｰﾝ 

整備 
共生林整備 

箇所数 １１ ５ ８ ２２ － 
面積(ha) ３３０ ５０ ２００ ４４ ２０ 

 

(4) その他必要な事項 

①  住民参画型の捕獲推進 

年間４．５万頭の捕獲を一定期間継続するためには、狩猟者のみがその負担を負うのではな

く、被害農家を始めとする住民全体が様々な形で捕獲を応援することが重要なため、捕獲指導

員の配置や集落リーダーの育成などにより体制づくりを進める。 
 

② 有効活用の推進 

捕獲したシカを地域資源として活用し、付加価値を高めることによって狩猟のインセンティブ

向上を図るため、平成27 年に県猟友会、シカ肉加工処理施設、レストラン等のシカ活用関係者

で設立した「ひょうごニホンジカ推進ネットワーク」と連携してシカ丸ごと１頭の有効活用を

推進する。 

ア シカ肉・シカ皮等のマーケティング調査の実施 

  捕獲から販売流通ルートの確立と新たな需要の創出に向け、マーケティング調査を実施し、

その結果を踏まえシカ有効活用に係る兵庫モデルの整備に努める。 

イ 地域資源としての利用拡大支援 

  シカ肉処理加工施設、市町、猟友会等が一体となり、シカの有効活用のための仕組みづくり

やネットワーク化による安定供給体制の構築を進める。 

ウ 各地のイベント等でシカ肉のＰＲ 

地域イベント等での展示販売、学校給食等への活用促進を通じ、優れた特性を普及する。 

エ ひょうごシカ肉活用ガイドラインの普及 

平成２３年１月に策定した「ひょうごシカ肉活用ガイドライン」を普及することにより、 
兵庫産シカ肉の安全・安心をＰＲし、試食会の開催や研修等を通じて需要拡大を図る。 

 

  ③ 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施検討 

     指定管理鳥獣捕獲等事業の実施の必要性、実施が必要な場合の捕獲場所・捕獲方法の選定を行

うための調査を実施する。 
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１ これまでの経過と現状 

(1) これまでの取り組み（表―１） 

年  度 内  容 捕獲目標 捕獲実績 

平成 6年度 本州部40（現15）市町でメスジカ狩猟獣化  5,755 

平成10年度 狩猟期間延長(12/1～1/31→11/15～2/15)：環境省  8,985 

平成12年度 第１期シカ保護管理計画策定 

本州部63（現26）市町でのメスジカ狩猟獣化  8,000 

9,923 

平成13年度 個体群管理事業の開始 11,246 

平成14年度 第２期シカ保護管理計画策定 

県単独での防護柵設置への助成開始 

12,000 

12,035 

平成15年度 本州部63（現26）市町での 

狩猟期間の延長(11/15～2/15→11/15～2末) 

１日当たりの捕獲制限緩和（1頭→2頭） 

本州部63（現26）市町と淡路地域6(現3)市町でのメ

スジカ狩猟獣化 

13,447 

平成16年度  13,190 

平成17年度  14,000 

 

15,078 

平成18年度 第３期シカ保護管理計画策定 15,575 

平成19年度 ４月 兵庫県森林動物研究センター開設 

第３期シカ保護管理計画 

県下全域での 

狩猟期間の延長(11/15～2/15→11/15～2/末) 

メスジカ狩猟獣化 

16,000 

 

16,241 

平成20年度 メスジカ狩猟獣化：環境省 19,744 

平成21年度 第３期シカ保護管理計画第１次変更 

本州部での 

 狩猟期間の延長(11/15～2/末→11/15～3/15) 

 捕獲制限撤廃(1人2頭→無制限) 

 地域別捕獲目標の設定 

淡路地域での 

 捕獲制限緩和(1人1頭→2頭) 

 直径12cm以上のくくりわな解禁 

県下全域での 

 わな猟捕獲促進、新型捕獲方式の開発・普及 

20,000 

20,106 

平成22年度 第３期シカ保護管理計画第２次変更 

本州部での地域別捕獲目標の増 

淡路地域での 

 捕獲制限撤廃(1人2頭→無制限) 

 地域別捕獲目標の設定 

県下全域での 

 狩猟報奨金制度創設 

 個体数調整事業の拡充 

 わな猟による捕獲促進 

 新型捕獲方式の開発・普及 

30,000 

 

36,774 

平成23年度 第４期シカ保護管理計画策定 34,884 

平成24年度  31,835 

平成25年度 ストップ・ザ・獣害対策事業の開始 
35,000 

38,992 

平成26年度 シカ管理計画策定 45,461 
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(2) 防護柵の設置状況 

シカ、イノシシの農地への侵入を物理的に防止するため、西播磨、但馬地域を中心に、各種補

助制度を活用した防護柵の設置が進んでおり、平成 26 年度までに累計で約 7,018km が設置され

ている。 

表－２ 防護柵の設置状況 

 

 

 

 

 

 

※自治振とは、県単独の自治振興事業    

※その他とは、中山間直接支払い、県民局事業で設置したもの 

 

(3)  防護柵の効果 

農会アンケート調査の結果によれば、防護柵の効果は多くの集落で認められているが、設置後

の維持管理の重要性を普及して、効果を継続させていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 農会アンケート結果 
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H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

なし

不明

あり

県民局 国庫 県単独 自治振　 市町単 その他　 小計

神戸 151 0 0 0 0 151

阪神北 175 0 6 49 0 230

東播磨 1 0 0 10 0 11

北播磨 223 77 68 91 0 459

中播磨 196 180 113 32 1 522

西播磨 285 497 253 459 136 1,630

但馬 529 218 430 649 4 1,830

丹波 502 119 30 147 84 882

淡路 595 55 145 508 0 1,303

県計 2,657 1,146 1,045 1,945 225 7,018
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(4) 捕獲数の推移 

狩猟による捕獲数は、昭和 31 年度では 421 頭であったものが、30 年後の昭和 61 年度には

3,324頭と、右肩上がりで増加してきたが、それ以後ほぼ横ばい傾向であった。 

しかし、県内の 40 市町でメスジカの狩猟を可能とした平成 6 年度には、4,728 頭、全国的に猟

期が１ヵ月延長された平成10年度には7,212 頭、メスジカの狩猟可能を63市町に拡大した平成

12 年度には 7,435 頭、さらなる猟期延長(２月末まで)とメスジカ狩猟可能区域を 69 市町に拡大

した平成15年度には9,475 頭と順次増加し、平成17年度以降は１万頭前後で推移していた。平

成22年度には年度別事業実施計画において捕獲目標を３万頭、平成25年度からは3万5千頭に

設定し、種々の方策を実施した結果、平成 22 年度、23 年度、24 年度、25 年度、26 年度の狩猟

による捕獲数はそれぞれ、19,950 頭、21,991 頭、19,437 頭、22,829 頭、27,104 頭であった。

(市町数は当時の数で記載) 

一方、有害鳥獣捕獲による捕獲数は、昭和 51 年度では 55 頭であったが、農林業被害の拡大と

ともに増加し、平成 13 年度以降は有害捕獲を支援する個体群管理事業による捕獲も含め、7,000

～9,000 頭で推移していた。さらに、年間捕獲目標３万頭に設定した平成 22 年度には 16,824

頭、平成23年度は12,893頭、平成24年度は12,398頭、年間捕獲目標を3万5千頭とした平成

25 年度は 16,163 頭を捕獲し、狩猟と有害鳥獣捕獲を合わせた総捕獲数は、平成 22 年度で

36,774頭、平成23年度で34,884頭、平成24年度で31,835頭、平成25年度で38,992頭、平成

26年度で45,461頭となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 捕獲数の推移（有害・狩猟別） 

図－３ 捕獲数の推移（雌雄別） 
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(5) 免許種別狩猟者数の推移 

本県の狩猟免許所持者数は、昭和59年には１万人近くであったものが年々減少し、近年は約 

6,000 人で推移していた。平成26年度には約6,300 人で、25年度に比べて約500 人増加している

が、第１種免許では100人程度の増加に止まっている。 

平成 19 年度に、網わな免許が網免許とわな免許に細分化されたため、見かけ上の狩猟者数は増

加しているが、実質は引き続き減少傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４ 免許種別狩猟者数の推移 

 

(6) 年代別狩猟者数の推移 

年代別に見ても、50才以上が79%を占め、高齢化が進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－５ 年代別狩猟者数の推移 
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 (7) 分布の変化 

明石海峡により、分布は大きく本州部と淡路地域に分かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―６ シカ目撃効率（H26年度）    図－７ シカ目撃効率の変化（H21→26年度） 

 

(8)  密度指標の変化 

密度指標として目撃効率と糞塊密度を用い、毎年推計している。 

過去１４年間の推移を見ると、年ごとの増減はあるが、本州部、淡路地域とも目撃効率、糞塊

密度は横ばい傾向にある。 

 

① 目撃効率の年次推移（図－８） 
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② 糞塊密度の年次推移（図－９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 妊娠率の推移 

捕獲個体の調査結果によれば、２歳以上のメスジカは、本州部、淡路地域とも約９割が毎年妊娠

しており、繁殖力はきわめて高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１０ 成獣妊娠率の推移 
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(10) 農林業被害の推移 

本州部の農林業被害は、平成 19 年度以降は増加傾向にあったが、平成 23 年度から減少してい
る。うち林業は減少しているが農業は高止まりが続いている。 
淡路地域では、農業被害が顕著で、平成 25 年度まで高止まり傾向であったが、平成 26 年度は

減少している。 
両地域とも減少傾向であるが、農業者の営農意欲の減退や耕作放棄が懸念されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図－１１ 農林業被害金額の推移 

 

(11) 農業被害の状況（農会アンケート結果） 

① 被害の分布 

但馬地域及び西播磨地域を中心に、北播

磨地域、中播磨地域、丹波地域、淡路地域

でも大きな被害が発生している。 

被害軽減のためには、個体数の調整と 

ともに、適切な被害管理が重要であると考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１２ 農業被害の分布（H26年度） 
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② 被害の推移 

平成26年度は、被害が深刻、大きいが微増している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１３ 農業被害の推移 

 

(12)ストップ・ザ・獣害事業の取り組み 

   ストップ・ザ・獣害事業は集落のわな管理者や捕獲班の活動をサポートし、シカ、イノシシ、 

アライグマ等の捕獲数の向上を目指す。 
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表－３ ストップ・ザ・獣害事業捕獲頭数の推移 

集落、頭

年　度 対象集落数 イノシシ シカ アライグマ 合　計

25年度 59 190 239 37 466

26年度 50 356 241 6 603

図－１４ 捕獲指導を実施した集落の 

事業前年度（H25年度）と 

事業年度（H26年度）の 

捕獲頭数の合計 
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(13) 下層植生被害の推定分布 

最近５年間の森林の下層植生の衰退度の変化を見ると、目撃効率が高く、高い密度でシカが生

息していると考えられる北但馬地域において、衰退度が２ランク以上進行し、被害が深刻化した

森林が多く見受けられる。 

一方、淡路地域では、図－１８、－１９に示すとおり、洲本市及び南あわじ市南部の諭鶴羽山

地において、シカによる森林植生衰退が顕著であり、2011年と2015年でほぼ変化は無い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１５ 下層植生衰退の状況(H26年度)  図－１６ 衰退の変化(H22→26年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

図－１７ 下層植生衰退度の推移 
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【参考】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※比数とはシカの影響のない林分の平均的な立木密度（1.0）に対する比率 

年度 1.0-0.8 0.8-0.6 0.6-0.4 0.4-0.2 0.2-0.0 合計

km2 196.8 35.2 59.1 13.1 0.0 304.1
% 64.7 11.6 19.4 4.3 0.0 100.0

2015

図－１８ 淡路地域における広葉樹林の森林衰退比数別の推定分布面積 

図－１９ 森林衰退指数の変化（2011→2015） 
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(14) 推定生息状況 

推定生息数（平成26年度猟期前）は下表のとおりである。 

区 分 本州部 淡路地域 

推定自然増加頭数 

（90%信頼限界） 

２８，７７０頭 

（8,351～48,876頭） 

１，１２７頭 

（155～2,207頭） 

推定自然増加率 

（90%信頼限界） 

２５．６％ 

（14.2～34.0%） 

２２．３％ 

（8.3～33.2%） 

推定生息数 

（90%信頼限界） 

１５５，２８１頭 

(115,031～231,484頭) 

６，５４３頭 

(4,576～10,596頭) 

※ MCMC法によるベイズ推定を実施。（平成12年度から26年度までの捕獲頭数、 
糞塊密度、目撃効率のデータを統計処理することにより推定） 

 

 

 



 - 17 -

(15)  災害に強い森づくり（野生動物育成林整備他）の実施状況 

   平成18年度から26年度にかけて、災害に強い森づくり（第１期・第２期）に取り組み、野生

動物育成林整備を26市町87箇所で2,137ha、針葉樹林と広葉樹林の混交林整備を13市町51箇

所で1,379ha、住民参画型森林整備を17市町37箇所で96ha、広葉樹林化促進パイロット事業を

5市町で31ha実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－４ 災害に強い森づくり実績（第１期・第２期 平成18～26年度） 
単位：面積ｈａ

箇所数 区域面積
バッファー
ゾーン整
備面積

広葉樹林
整備面積

箇所数 区域面積
広葉樹植
栽面積

箇所数 区域面積 区域面積

神戸 神戸市 3 7.00

宝塚市 1 2.00

川西市 1 25 9.49

三田市 2 49 9.66 1.73

猪名川町 1 29 7.19 0.12

加古川 加古川市 1 20 17.85 1 2.00

西脇市 1 43 7.35 1 30 3.84

加西市 1 44 5.67 1 2.00

多可町 7 31 45.79 5.56 7 178 14.01 1 2.00

姫路市 3 80 28.94 0.04 1 30 4.00 2 6.00 5.08

神河町 3 53 17.99 19.68 5 152 17.00 3 6.00

市川町 4 94 47.68 0.20 1 33 2.00 7 15.00

福崎町 1 19 6.10 1 4.00

相生市 4 102 31.44 0.90

赤穂市 2 56 12.64 0.40

上郡町 1 31 5.30 1.09

佐用町 3 60 17.76 1 5.00 1.05

たつの市 4 98 34.52 1.32 1 32 3.99 1 2.00

宍粟市 2 34 16.49 11 310 34.78 1 2.00 10.56

豊岡市 4 118 32.96 2.08 3 53 3.27 2 4.00

香美町 12 282 68.12 5.72 3 65 3.25 6 22.00

新温泉町 4 115 46.79 16.19 0.60

養父市 8 221 85.56 12.69 5 147 15.24 4 10.00

朝来市 7 213 88.69 4.75 6 164 15.64 13.26

篠山市 5 144 55.62 0.64 5 151 17.57

丹波市 4 139 47.16 0.72 2 34 2.42 1 3.00

洲本 洲本市 1 32 14.75 1 2.00

南あわじ市 1 5 4.51

合計 87 2,137 728.18 111.67 51 1,379 137.01 37 96.00 30.55

(野生動物育成林整備)

※集計対象は、H18～Ｈ26の整備着手済の箇所数、区域面積及び整備済面積

※Ｈ２３以降（２期）は、バッファゾーン整備・広葉樹林整備箇所をそれぞれ１箇所としてカウント

（針葉樹林と広葉樹林の混交林整備）

※１期拡充をのぞき、整備（作業道、植栽）完了箇所のみ

（住民参画型森林整備）

※Ｈ23～Ｈ26実施の箇所数、区域面積

(広葉樹林化促進ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業)

※H24～Ｈ26の整備(更新伐）面積

広葉樹林化促進
パイロット事業

丹波

野生動物育成林整備 住民参画型森林整備針葉樹林と広葉樹林の混交林整備

事務所名 管内市町

姫路

光都

豊岡

朝来

加東

阪神
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２ 計画の実施体制 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県レベル 

地域レベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討依頼 

情報共有 

実
施
支
援 参画 

実施支援 
参
画 

参画・指導 参画・指導 

兵庫県野生動物保護管理運営協議会 

・保護・管理計画の内容検討 

・モニタリング結果の検討 

・事業実施計画の検討 他 

兵庫県自然環境課野生鳥獣班 

・鳥獣保護管理事業計画策定 

・野生鳥獣関連施策の企画立案 他 

森林動物研究センター 

（研究員、森林動物専門員） 

・生息動態等モニタリング調査 

・農林業被害防除技術の開発普及 

・獣害対策人材育成 

・獣害に強い地域づくり支援 他 

県民局(県民センター含む) 

農林（水産）振興事務所 

・森林動物指導員 

・農業普及指導員 

・土地改良事務所 他 

市町 ＪＡ 

地域鳥獣害対策支援チーム 

地域鳥獣害対策協議会 

県、市町、森林組合 
【集落リーダー】 

被害住民、集落組

織、営農組合等 

猟友会支部 

他府県 

他研究機関 

検討結果 

連携 
情
報
共
有 

連携 

指導 

報告 

相談 

指導・連携 

報告・相談 

情報提供・連携 

生息地管理 被害管理 個体数管理 

参画・指導 報告・連携 

助言・情報提供 

実施支援 参画 

協力 

捕獲 

指導員 
報告 

指導 

指導 

報告 

連携 

指導 

指導 
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３ 被害防止パンフレット
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